
「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
二



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
三



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
四



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
五



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
六



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
七



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
八



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

八
九



- 10 -

社
寺
明
細
帳
は
「
国
家
の
公
簿
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
、
統

治
す
る
側
に
と
っ
て
の
管
理
台
帳
で
あ
る
。
そ
の
調
製
に
あ
た
っ

て
は
「
古
社
寺
保
存
資
金
」
へ
の
対
処
を
は
じ
め
と
す
る
、
政
府

の
都
合
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
種

々
の
許
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
「
明
細
帳
」
や
「
四
百
年
前
建
物

調
査
」
へ
の
記
載
事
項
が
担
保
と
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
古
建
築
と

し
て
の
真
正
性
を
保
証
す
る
方
程
式
が
そ
こ
に
は
用
意
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
央
の
意
図
と
は
別
に
、
文
書
の
往
復
が
繰
り
返
さ

れ
る
な
か
で
、
地
域
（
山
口
県
・
吉
敷
郡
・
上
宇
野
令
村
・
萬
年

寺
）
に
と
っ
て
は
、
寺
院
の
み
な
ら
ず
寺
院
と
い
う
空
間
の
構
成

要
素
と
し
て
の
建
築
物
個
々
の
「
由
緒
」
を
再
確
認
・
再
認
識
す

る
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

山
口
は
、
幕
末
に
藩
の
政
庁
が
移
さ
れ
、
そ
の
後
、
県
庁
所
在

地
と
し
て
の
機
能
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
世
期
に
、
毛
利
家
の
居
城
が
萩
に
置
か
れ
た
関
係
で
、
「
防
長

の
中
心
地
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
空
隙
が
も
た
ら
す
不
安
を
払

拭
す
る
意
味
か
ら
も
、
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る
、
中
世
「
大
内
の

時
代
」
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
歴
史
性
（
＝
由
緒
）
の
強
調
は
、

山
口
と
い
う
空
間
に
と
っ
て
、
防
長
の
中
心
地
と
し
て
の
立
場
を

確
保
す
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か
め
自
信
を
深
め
る
た
め

に
も
、
「
大
内
の
時
代
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
建

造
物
の
由
緒
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
た
と
え
、
大

内
時
代
の
残
像
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
時

間
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
由
緒
を
有
す
る
古
建
築
は
、
山

口
と
い
う
地
域
に
と
っ
て
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
、
こ
と
の

ほ
か
強
く
意
識
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

古
建
築
の
由
緒
は
、
山
口
が
防
長
の
中
心
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
ロ

ジ
ッ
ク
の
構
築
に
も
援
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

内
務
省
や
毛
利
家
に
向
け
ら
れ
た
保
存
金
や
寄
附
金
に
ま
つ
わ

る
嘆
願
書
に
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
由
緒
」
の
実
像
に
つ
い
て

は
、
冷
静
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
山
口
に
あ
っ
て
は
、「
大

内
の
時
代
」
に
連
な
る
記
憶
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
大

切
に
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

由由
緒緒
のの
完完
成成

((22))
次
に
掲
げ
る
史史
料料
⑤⑤
は
、
大
正
初
期
に
実
施
さ
れ
た
「
観
音
堂
」

の
洞
春
寺
境
内
へ
の
移
築
に
際
す
る
寄
附
金
募
集
に
あ
た
っ
て
作

成
さ
れ
た
趣
意
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
観
音
堂
」
の
由
緒
の
強
調

と
再
生
産
の
到
達
点
と
言
え
る
。

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
〇



- 10 -

社
寺
明
細
帳
は
「
国
家
の
公
簿
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
、
統

治
す
る
側
に
と
っ
て
の
管
理
台
帳
で
あ
る
。
そ
の
調
製
に
あ
た
っ

て
は
「
古
社
寺
保
存
資
金
」
へ
の
対
処
を
は
じ
め
と
す
る
、
政
府

の
都
合
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
種

々
の
許
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
「
明
細
帳
」
や
「
四
百
年
前
建
物

調
査
」
へ
の
記
載
事
項
が
担
保
と
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
古
建
築
と

し
て
の
真
正
性
を
保
証
す
る
方
程
式
が
そ
こ
に
は
用
意
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
央
の
意
図
と
は
別
に
、
文
書
の
往
復
が
繰
り
返
さ

れ
る
な
か
で
、
地
域
（
山
口
県
・
吉
敷
郡
・
上
宇
野
令
村
・
萬
年

寺
）
に
と
っ
て
は
、
寺
院
の
み
な
ら
ず
寺
院
と
い
う
空
間
の
構
成

要
素
と
し
て
の
建
築
物
個
々
の
「
由
緒
」
を
再
確
認
・
再
認
識
す

る
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

山
口
は
、
幕
末
に
藩
の
政
庁
が
移
さ
れ
、
そ
の
後
、
県
庁
所
在

地
と
し
て
の
機
能
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
世
期
に
、
毛
利
家
の
居
城
が
萩
に
置
か
れ
た
関
係
で
、
「
防
長

の
中
心
地
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
空
隙
が
も
た
ら
す
不
安
を
払

拭
す
る
意
味
か
ら
も
、
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る
、
中
世
「
大
内
の

時
代
」
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
歴
史
性
（
＝
由
緒
）
の
強
調
は
、

山
口
と
い
う
空
間
に
と
っ
て
、
防
長
の
中
心
地
と
し
て
の
立
場
を

確
保
す
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か
め
自
信
を
深
め
る
た
め

に
も
、
「
大
内
の
時
代
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
建

造
物
の
由
緒
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
た
と
え
、
大

内
時
代
の
残
像
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
時

間
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
由
緒
を
有
す
る
古
建
築
は
、
山

口
と
い
う
地
域
に
と
っ
て
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
、
こ
と
の

ほ
か
強
く
意
識
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

古
建
築
の
由
緒
は
、
山
口
が
防
長
の
中
心
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
ロ

ジ
ッ
ク
の
構
築
に
も
援
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

内
務
省
や
毛
利
家
に
向
け
ら
れ
た
保
存
金
や
寄
附
金
に
ま
つ
わ

る
嘆
願
書
に
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
由
緒
」
の
実
像
に
つ
い
て

は
、
冷
静
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
山
口
に
あ
っ
て
は
、「
大

内
の
時
代
」
に
連
な
る
記
憶
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
大

切
に
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

由由
緒緒
のの
完完
成成

((22))
次
に
掲
げ
る
史史
料料
⑤⑤
は
、
大
正
初
期
に
実
施
さ
れ
た
「
観
音
堂
」

の
洞
春
寺
境
内
へ
の
移
築
に
際
す
る
寄
附
金
募
集
に
あ
た
っ
て
作

成
さ
れ
た
趣
意
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
観
音
堂
」
の
由
緒
の
強
調

と
再
生
産
の
到
達
点
と
言
え
る
。

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
一
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（
お
そ
ら
く
台
風
）
被
害
に
よ
り
、
大
が
か
り
な
修
繕
を
要
す
る

状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
ダ
メ
ー
ジ
を
負
っ
て

い
た
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
は
、
翌
年
四
月
に
根
本
修
理
が
要
望
さ
れ

た
が
、
予
算
と
技
術
者
の
手
配
の
都
合
に
よ
り
応
急
修
理
で
の
対

応
と
な
り
、
波
板
ト
タ
ン
を
用
い
た
屋
根
葺
き
替
え
で
急
場
を
し

の
い
で
い
る
。

こ
の
暴
風
雨
被
害
に
対
応
す
る
「
観
音
堂
」
の
修
繕
願
を
確
認

で
き
る
の
は
明
治
四
十
三
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
、
現

地
で
の
修
理
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
洞
春
寺
境

内
地
へ
の
移
転
計
画
が
も
ち
あ
が
っ
た
動
機
は
特
定
で
き
て
い
な

い
。
文
部
省
に
よ
る
許
可
文
書
に
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
田
園

中
ニ
孤
立
シ
四
面
寂
寞
ニ
シ
テ
風
当
リ
烈
シ
ク
」
（
「
寺
院
仏
堂
」

大
正
六
年
〈
県
庁
戦
前
Ｂ
九
七
〇
〉
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
観
音
堂
」
の
移
築
事
業
が
完
了
し
た
大
正
初
期
の

山
口
の
状
況
に
注
目
し
て
み
た
い
。

こ
の
時
期
、
山
口
に
お
い
て
は
、
県
庁
舎
・
県
会
議
事
堂
（
大

正
五
年
十
一
月
落
成
式
）
に
加
え
て
、
同
じ
く
洋
風
建
築
と
し
て
、

日
本
赤
十
字
社
山
口
支
部
庁
舎
も
新
築
さ
れ
た
（
大
正
五
年
十
月

落
成
）
。
ま
た
、
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
屋
根
葺
き
替
え
を
含
む
解

体
修
理
も
行
わ
れ
た
（
大
正
五
年
九
月
落
成
式
）
。
「
観
音
堂
」

の
移
築
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
、
県
都
（
県
庁
所

在
地
）
と
し
て
の
山
口
の
偉
容
を
整
え
る
作
業
で
あ
り
、
ま
た
、

防
長
の
中
心
地
と
し
て
の
山
口
を
描
き
出
す
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
実

践
と
も
言
え
る
。

「
観
音
堂
」
が
移
築
さ
れ
た
洞
春
寺
は
毛
利
元
就
の
菩
提
寺
で

あ
り
、
毛
利
家
香
山
墓
所
や
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
に
も
近
接
す
る
。

い
わ
ば
山
口
の
奥
津
城
と
も
言
え
る
場
所
で
あ
り
、
山
口
の
由
緒

を
体
感
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
管
理
上
の
問
題
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
「
観
音
堂
」
が
安
置
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、
洞
春
寺
境
内

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
二
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（
お
そ
ら
く
台
風
）
被
害
に
よ
り
、
大
が
か
り
な
修
繕
を
要
す
る

状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
ダ
メ
ー
ジ
を
負
っ
て

い
た
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
は
、
翌
年
四
月
に
根
本
修
理
が
要
望
さ
れ

た
が
、
予
算
と
技
術
者
の
手
配
の
都
合
に
よ
り
応
急
修
理
で
の
対

応
と
な
り
、
波
板
ト
タ
ン
を
用
い
た
屋
根
葺
き
替
え
で
急
場
を
し

の
い
で
い
る
。

こ
の
暴
風
雨
被
害
に
対
応
す
る
「
観
音
堂
」
の
修
繕
願
を
確
認

で
き
る
の
は
明
治
四
十
三
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
、
現

地
で
の
修
理
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
洞
春
寺
境

内
地
へ
の
移
転
計
画
が
も
ち
あ
が
っ
た
動
機
は
特
定
で
き
て
い
な

い
。
文
部
省
に
よ
る
許
可
文
書
に
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
田
園

中
ニ
孤
立
シ
四
面
寂
寞
ニ
シ
テ
風
当
リ
烈
シ
ク
」
（
「
寺
院
仏
堂
」

大
正
六
年
〈
県
庁
戦
前
Ｂ
九
七
〇
〉
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
観
音
堂
」
の
移
築
事
業
が
完
了
し
た
大
正
初
期
の

山
口
の
状
況
に
注
目
し
て
み
た
い
。

こ
の
時
期
、
山
口
に
お
い
て
は
、
県
庁
舎
・
県
会
議
事
堂
（
大

正
五
年
十
一
月
落
成
式
）
に
加
え
て
、
同
じ
く
洋
風
建
築
と
し
て
、

日
本
赤
十
字
社
山
口
支
部
庁
舎
も
新
築
さ
れ
た
（
大
正
五
年
十
月

落
成
）
。
ま
た
、
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
屋
根
葺
き
替
え
を
含
む
解

体
修
理
も
行
わ
れ
た
（
大
正
五
年
九
月
落
成
式
）
。
「
観
音
堂
」

の
移
築
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
、
県
都
（
県
庁
所

在
地
）
と
し
て
の
山
口
の
偉
容
を
整
え
る
作
業
で
あ
り
、
ま
た
、

防
長
の
中
心
地
と
し
て
の
山
口
を
描
き
出
す
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
実

践
と
も
言
え
る
。

「
観
音
堂
」
が
移
築
さ
れ
た
洞
春
寺
は
毛
利
元
就
の
菩
提
寺
で

あ
り
、
毛
利
家
香
山
墓
所
や
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
に
も
近
接
す
る
。

い
わ
ば
山
口
の
奥
津
城
と
も
言
え
る
場
所
で
あ
り
、
山
口
の
由
緒

を
体
感
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
管
理
上
の
問
題
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
「
観
音
堂
」
が
安
置
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、
洞
春
寺
境
内

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
三



「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
四



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

明
治

15年
（

1882）
萬

年
寺

住
職

⽵
下

恵
参

寺
院

明
細

帳
壇

中
惣

代
（

⽯
井

梅
枝

・岩
光

専
吉

）
〈戦

前
B882〉

萬
年

寺
住

職
⽵

下
恵

参
寺

院
明

細
帳

信
仰

惣
代

（
⼩

池
団

造
・⽵

⽥
美

三
郎

）
〈戦

前
B883〉

内
務

卿
⼭

⽥
顕

義
代

理
⼤

蔵
卿

松
⽅

正
義

内
務

省
達

書
【内

務
省

⼄
58】

〈政
府

布
達

類
194〉

県
令

原
保

太
郎

代
理

警
部

⻑
⽮

⽥
部

正
竨

県
布

達
達

書
●
県
か
ら
の
調
査
指
⽰
 
【
四
百
年
】
 
 

【⼭
⼝

県
⼄

188】
〈県

布
達

類
77〉

●
明

治
16年

9⽉
内

務
省

宛
上

申
（

推
測

）
　【四

百
年

】

明
治

17年
（

1884）
萬

年
寺

住
職

⽵
下

恵
参

寺
院

事
務

（
明

治
18年

）
信

徒
惣

代
（

⼩
池

団
造

・武
⽥

美
三

郎
・⼤

深
重

就
）

〈戦
前

B1003〉

明
治

18年
（

1885）
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

信
徒

惣
代

（
⼩

池
団

造
・武

⽥
美

三
郎

・⼤
深

重
就

）
B

9
28

古
建

物
保

存
費

補
助

願
内

務
局

県
令

代
理

書
記

官
　【⾣

庶
発

453】
36

上
申

　《明
治

17年
Ａ

》　　　　　　　　　【保
存

⾦
】【四

百
年

】

●
観
⾳
堂
境
内
地
内
の
個
⼈
所
有
地
の
扱
い
に
関
す
る
指
⽰

●
「明

細
帳

」「四
百

年
前

建
物

調
査

」　記
載

事
項

との
齟

齬
に

つ
い

て
の

照
会

（
確

認
・調

査
指

⽰
）

《明
治

18年
Ｂ

》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【保
存

⾦
】【明

細
帳

】【四
百

年
】

E
10

24
観

⾳
堂

保
存

費
吉

敷
郡

上
宇

野
令

村
⼾

⻑
役

場
⼭

⼝
県

庶
務

課
　【⾣

庶
甲

1267】
照

会
伝

達
　《明

治
18年

Ｄ
》　　　　　　　　　　　　　【保

存
⾦

】【明
細

帳
】【四

百
年

】
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

●
照

会
に

対
す

る
回

答
　《明

治
18年

Ｄ
Ｅ

》　　　　　【保
存

⾦
】【明

細
帳

】【四
百

年
】

信
徒

惣
代

（
⼩

池
団

造
・武

⽥
美

三
郎

・⼤
深

重
就

）
●

観
⾳

堂
境

内
地

寄
附

証
書

添
付

〈武
⽥

美
三

郎
〉

●
法

泉
寺

観
⾳

堂
保

存
資

⾦
の

内
へ

100円
下

付
　　　　【保

存
⾦

】
●

指
⽰

（
下

付
⾦

監
護

⽅
法

〈取
扱

〉の
策

定
／

年
末

に
計

算
書

取
調

書
届

出
／

「境
内

建
物

坪
数

・位
置

、景
況

⾒
取

図
」作

成
）

■
⽂

書
館

蔵
の

「観
⾳

堂
」関

連
史

料
概

略

書
記

官
（

頓
野

⾺
彦

）
【庶

5790】

寺
院

事
務

（
明

治
19年

）
〈戦

前
B1004〉

16
内

務
⼤

⾂
伯

爵
⼭

縣
有

朋
【⼭

甲
199】

5
観

⾳
堂

保
存

費
（

内
務

省
）

社
寺

局
⻑

（
丸

岡
莞

爾
）

12 12

⼭
⼝

県
28

照
会

に
関

す
る

回
答

　《明
治

18年
Ｄ

Ｅ
Ｆ

》　　　　　　　【保
存

⾦
】

H

35

四
百

年
前

建
造

物
調

査
郡

役
所

・⼾
⻑

役
場

11

D
10

13
観

⾳
堂

保
存

費
県

令
代

理
県

⼩
書

記
官

頓
野

⾺
彦

社
寺

局
⻑

内
務

⼤
書

記
官

丸
岡

莞
爾

【局
81】

県
令

代
理

書
記

官
35

補
助

要
請

の
追

願
　《明

治
17年

Ａ
》　　【保

存
⾦

】【由
緒

】【修
繕

】

観
⾳

堂
修

繕
に

備
え

て
内

務
省

補
助

を要
請

　 【保
存

⾦
】【由

緒
】【修

繕
】

1419
9

件
名

内
務

省
か

らの
調

査
指

⽰
　【四

百
年

】

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】

AB

－

備
考

 　　《　》内
は

関
連

⽂
書

　【】は
テ

ー
マ

内
務

省
社

寺
局

の
指

⽰
に

より作
成

　【明
細

帳
】

⽉
件

名№
⽇

回
答

（
「其

筋
」＝

内
務

省
へ

稟
議

中
）

　《明
治

18年
Ａ

》　【保
存

⾦
】

寺
院

事
務

（
明

治
18年

）
〈戦

前
B1003〉

－－

11
7

四
百

年
前

建
造

物
調

査
府

県

48 36

28

寺
院

明
細

帳
（

萬
年

寺
）

2
寺

院
明

細
帳

（
萬

年
寺

受
持

観
⾳

堂
）

10
28

観
⾳

堂
取

調
書

県
令

原
保

太
郎

県
令

原
保

太
郎

旧
物

保
存

費
補

助
願

県
令

原
保

太
郎

旧
物

保
存

費
補

助
願

4

－

C
9

29
旧

物
保

存
費

補
助

願
萬

年
寺

住
職

C

2

FＧ AA D

古
物

保
存

費
下

付

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
五



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

明
治

19年
（

1886）
●

保
存

資
⾦

100円
下

付
　《明

治
18年

Ｈ
》　　　　　　　【保

存
⾦

】

●
指

⽰
事

項
（

下
付

⾦
取

締
⽅

法
の

確
⽴

／
年

末
の

計
算

書
取

調
書

届
出

／
境

内
建

物
坪

数
・位

置
、景

況
⾒

取
図

作
成

）
　《明

治
18年

Ｈ
》　　　　　　　　　　　　　【保

存
⾦

】
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

信
徒

総
代

（
武

⽥
美

三
郎

・⼤
森

重
就

）
Ｃ

2
2

古
物

保
存

資
⾦

費
萬

年
寺

住
職

ほ
か

代
理

書
記

官
（

頓
野

⾺
彦

）
回

答
「聞

き届
け

」　　《明
治

19年
Ｂ

》　　　　　　　　　　 　【保
存

⾦
】

萬
年

寺
住

職
岩

永
真

乗
信

徒
総

代
武

⽥
美

三
郎

Ｅ
2

3
観

⾳
堂

絵
図

内
務

⼤
⾂

書
記

官
　【戌

⼄
647】

進
達

　　《明
治

19年
Ａ

》　《明
治

19年
Ｄ

》
萬

年
寺

受
持

住
職

（
岩

永
真

乗
）

●
内

務
省

か
ら100円

下
付

　　　【保
存

⾦
】

信
徒

総
代

●
領

収
証

（
明

治
19年

2⽉
26⽇

〈萬
年

寺
住

職
・信

徒
惣

代
（

⼩
池

団
造

・⼤
深

重
就

〉）

法
泉

寺
観

⾳
堂

受
持

住
職

法
泉

寺
観

⾳
堂

信
徒

総
代

Ｈ
9

24
寺

院
財

産
質

⼊
ノ件

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
代

理
書

記
官

59
管

⻑
添

書
指

⽰
（

「明
治

17年
内

務
省

⼄
第

37号
」に

拠
る

）
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

信
徒

惣
代

（
⼩

池
団

造
・武

⽥
美

三
郎

・⼤
深

重
就

）

Ｊ
9

27
永

続
保

存
⾦

預
証

萬
年

寺
住

職
代

理
書

記
官

「銀
⾏

預
か

り証
」下

付
に

つ
い

て
「聞

き届
け

」　　《明
治

19年
Ｉ

》　　　　　　　　　 　【保
存

⾦
】

明
治

20年
（

1887）
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

●
県

庁
の

常
設

会
議

場
として

の
観

⾳
堂

利
⽤

の
提

案
　【修

繕
】

総
代

（
武

⽥
美

三
郎

・篠
原

喜
介

）
●

修
繕

費
の

捻
出

に
関

す
る

嘆
願

　【修
繕

】
Ｂ

1
25

修
繕

ノ件
萬

年
寺

住
職

知
事

《明
治

20年
Ａ

》　に
関

す
る

回
答

（
却

下
「難

及
詮

議
」）

【修
繕

】

Ｄ
6

22
辞

令
臨

済
宗

万
年

寺
受

持
観

⾳
堂

⽑
利

家
家

令
寄

附
200円

　《明
治

20年
Ｃ

》　【保
存

⾦
】

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
信

徒
惣

代
（

武
⽥

美
三

郎
・⼩

池
団

造
・⼤

深
重

就
）

Ｆ
6

7
永

続
保

存
資

⾦
願

証
下

付
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

ほ
か

知
事

《明
治

20年
Ｅ

》　に
関

す
る

指
令

（
聞

届
）

　【保
存

⾦
】

Ｇ
6

7
保

存
⾦

銀
⾏

預
書

保
護

願
県

庁
第

⼀
部

第
三

課
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

「観
⾳

堂
保

存
⾦

（
103円

83銭
6厘

）
銀

⾏
預

り証
」の

保
護

願
　  【保

存
⾦

】
Ｈ

6
8

保
存

⾦
銀

⾏
預

書
保

護
萬

年
寺

住
職

第
⼀

部
第

三
課

《明
治

20年
Ｇ

》の
願

出
、了

承
／

《明
治

20年
Ｅ

・Ｆ
・Ｇ

》に
関

連
　【保

存
⾦

】
臨

済
宗

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
信

徒
惣

代
（

⼤
深

重
就

・⼩
池

団
造

・武
⽥

美
三

郎
）

ー

寺
院

事
務

（
明

治
19年

）
〈戦

前
B1004〉

●
永

続
資

⾦
預

⾦
満

期
→

預
替

→
県

庁
⼀

部
三

課
預

か
りの

銀
⾏

預
証

返
却

願
　　　　【保

存
⾦

】
●

領
収

証
（

明
治

19年
9⽉

30⽇
「観

⾳
堂

保
存

資
⾦

銀
⾏

預
か

り⼿
形

」103円
80銭

）
添

付
《明

治
19年

Ｊ
》

「境
内

建
物

坪
数

・位
置

、景
況

⾒
取

図
」提

出
　　《明

治
18年

Ｈ
》《明

治
19年

Ａ
》　 【保

存
⾦

】

Ｃ

寺
院

事
務

（
明

治
20年

）
〈戦

前
B1006〉

ー

寺
院

事
務

（
明

治
20年

）
〈戦

前
B1006〉

県
知

事
原

保
太

郎

観
⾳

堂
永

続
資

⾦
500円

下
賜

願
出

　（
《明

治
19年

Ｄ
》添

書
）

　【保
存

⾦
】【由

緒
】

26
保

存
資

⾦
下

付
⼭

⼝
県

奉
伺

録
（

明
治

20年
）

⽑
利

家
⽂

庫
9諸

省
573（

62-14）

内
務

省
か

ら100円
下

附
　《明

治
20年

Ｃ
》⽑

利
家

へ
の

寄
附

嘆
願

へ
の

添
書

　　　【保
存

⾦
】

奉
伺

録
（

明
治

20年
）

〈⽑
利

家
⽂

庫
9諸

省
573（

62-14）
〉

嘆
願

書
⽑

利
殿

家
令

柏
村

信

永
続

保
存

資
⾦

（
内

務
省

下
賜

分
）

に
関

す
る

「百
⼗

銀
⾏

預
り証

」下
付

願
い

　　　【保
存

⾦
】

●
法

泉
寺

観
⾳

堂
を「観

⾳
寺

」に
復

旧
、臨

済
宗

萬
年

寺
末

に
属

す
る

　【由
緒

】
●

「永
続

資
本

明
細

」添
付

18
永

続
保

存
資

⾦
ノ件

県
知

事
原

保
太

郎

34

信
徒

惣
代

（
⼤

深
重

就
・⼩

池
団

造
・武

⽥
美

三
郎

）

⻑
官

（
原

保
太

郎
）

　【戊
庶

甲
21】

Ａ
16

Ｄ
17

観
⾳

堂
絵

図

Ｂ

作
成

・発
 【⽂

書
番

号
】

件
名№

11
県

令
原

保
太

郎
観

⾳
堂

永
続

保
存

資
⾦

下
附

⾦
取

締
⽅

法
（

保
存

⾦
の

取
扱

　＝
銀

⾏
に

「預
け

置
き」）

に
関

す
る

伺
《明

治
18年

Ｈ
》《明

治
19年

Ａ
》　　　　　　　　　　　　　　【保

存
⾦

】

1

Ｉ

永
続

保
存

資
⾦

預
証

下
付

願
5

県
知

事
原

保
太

郎

Ｅ
県

知
事

原
保

太
郎

Ａ

寺
院

事
務

（
明

治
19年

）
〈戦

前
B1004〉）

10 25 1 9

21
寺

号
復

旧
願

6
修

繕
ノ件

Ｉ

県
令

原
保

太
郎

Ｇ

⽉
⽇

件
名

宛

12
古

物
保

存
費

下
付

吉
敷

郡
上

宇
野

令
村

⼾
⻑

役
場

備
考

 　　《　》内
は

関
連

⽂
書

　【】は
テ

ー
マ

Ｆ
2

26
観

⾳
堂

保
存

費
下

附

30

寺
院

事
務

（
明

治
20年

）
〈戦

前
B1007〉

12156095962

⼭
⼝

県
20

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
六



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

Ｊ
10

2
寺

号
復

旧
願

県
知

事
原

保
太

郎
臨

済
宗

建
仁

寺
派

管
⻑

岡
⽥

⽯
窓

《明
治

20年
Ｉ

》の
副

申
　　「古

跡
保

存
の

特
例

」として
の

認
可

要
望

　　【由
緒

】
Ｋ

10
27

寺
号

復
旧

願
内

務
⼤

⾂
知

事
　【庶

⼄
6190】

《明
治

20年
Ｉ

》に
関

す
る

内
務

省
へ

の
伺

Ｌ
11

11
寺

号
復

旧
願

内
務

⼤
⾂

伯
爵

⼭
縣

有
朋

《明
治

20年
Ｋ

》に
対

す
る

内
務

省
か

らの
回

答
（

難
聞

届
）

Ｍ
11

19
寺

号
復

旧
願

観
⾳

堂
信

徒
惣

代
ほ

か
知

事
内

務
省

か
らの

指
令

　《明
治

20年
Ｌ

》　を伝
達

Ｎ
12

12
古

社
寺

保
存

⾦
計

算
書

吉
敷

郡
役

所
第

⼀
部

第
三

課
42

Ｏ
12

21
古

社
寺

保
存

⾦
計

算
書

吉
敷

郡
上

宇
野

令
村

⼾
⻑

役
場

第
⼀

部
第

三
課

43
Ｐ

12
19

古
社

寺
保

存
⾦

計
算

書
吉

敷
郡

上
宇

野
令

村
⼾

⻑
役

場
第

⼀
部

第
三

課
44

明
治

21年
（

1888）

Ａ
2

6
（

保
存

資
⾦

関
連

）
願

書
取

下
願

県
知

事
原

保
太

郎
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

8
書

⾯
不

完
全

に
つ

き「取
りさげ

」勧
奨

の
諭

達
を受

け
て

提
出

　　【保
存

⾦
】

Ｂ
2

6
保

存
資

⾦
銀

⾏
定

期
預

証
取

下
願

県
知

事
原

保
太

郎
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

銀
⾏

定
期

預
証

「返
却

」希
望

申
出

　　【保
存

⾦
】

Ｃ
2

13
保

存
資

⾦
銀

⾏
定

期
預

証
取

下
萬

年
寺

住
職

（
第

⼀
部

第
三

課
⼾

籍
掛

）
【⼄

814】
●

《明
治

21年
Ｂ

》了
解

　　　　　　　　【保
存

⾦
】

●
領

収
証

（
明

治
21年

2⽉
14⽇

、萬
年

寺
住

職
→

県
庁

第
⼀

部
第

三
課

⼾
籍

掛
）

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
萬

年
寺

信
徒

惣
代

⼤
深

重
就

Ｅ
2

28
整

理
公

債
保

護
萬

年
寺

住
職

知
事

《明
治

21年
Ｄ

》聞
届

　【保
存

⾦
】

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
信

徒
惣

代
（

⼤
深

重
就

･⼩
池

団
造

・武
⽥

美
三

郎
）

Ｇ
6

15
保

存
資

⾦
整

理
公

債
証

書
利

札
切

取
萬

年
寺

住
職

知
事

　【⼄
3596】

萬
年

寺
住

職
信

徒
惣

代
（

⼤
深

重
就

･⼩
池

団
造

・武
⽥

美
三

郎
）

Ｉ
12

25
保

存
資

⾦
整

理
公

債
証

書
利

札
下

渡
萬

年
寺

住
職

外

明
治

22年
（

1889）
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

信
徒

惣
代

（
⼤

深
重

就
･武

⽥
美

三
郎

）

Ｂ
6

7
保

存
資

⾦
整

理
公

債
証

書
利

札
取

下
萬

年
寺

住
職

其
外

萬
年

寺
住

職
岩

永
真

乗
信

徒
惣

代
（

⼩
池

団
造

・⼤
深

重
就

･武
⽥

美
三

郎
）

Ｄ
12

9
公

債
利

札
取

下
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

ほ
か

Ｅ
12

28
観

⾳
堂

永
続

資
本

整
理

公
債

証
書

下
渡

吉
敷

郡
役

所
第

⼀
部

第
三

課
59

萬
年

寺
に

対
して

観
⾳

堂
「永

続
資

本
」利

⾦
増

殖
⽅

法
詳

細
に

つ
い

て
の

説
明

を求
め

る
　【保

存
⾦

】

内
務

省
下

賜
の

観
⾳

堂
保

存
資

⾦
計

算
書

提
出

依
頼

　【保
存

⾦
】

　【保
存

⾦
】

観
⾳

堂
整

理
公

債
証

書
（

路
号

2589番
）

に
まつ

わ
る

利
札

（
6⽉

渡
分

）
「⾦

2円
50銭

」領
収

証
（

明
治

22年
6⽉

7⽇
）

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
・信

徒
惣

代
→

⼭
⼝

県
庁

⼾
籍

掛

寺
院

事
務

（
明

治
20年

）
〈戦

前
B1007〉

寺
院

事
務

 （
明

治
22年

）
〈戦

前
B1009〉

　【保
存

⾦
】

観
⾳

堂
整

理
公

債
証

書
（

路
号

2589番
）

に
まつ

わ
る

利
札

（
12⽉

渡
分

）
「⾦

2円
50銭

」領
収

証
（

明
治

22年
12⽉

9⽇
）

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
・信

徒
惣

代
→

⼭
⼝

県
庁

⼾
籍

掛

9
公

債
利

札
取

下
願

県
知

事
原

保
太

郎

　【保
存

⾦
】

観
⾳

堂
整

理
公

債
証

書
（

路
号

2589番
）

に
まつ

わ
る

利
札

（
6⽉

渡
分

）
「⾦

2円
50銭

」領
収

証
（

明
治

21年
6⽉

20⽇
）

萬
年

寺
住

職
巌

永
真

乗
・信

徒
惣

代
→

⼭
⼝

県
知

事
原

保
太

郎

整
理

公
債

証
書

（
路

号
2589番

）
保

護
依

頼
　【保

存
⾦

】

3433

12 6
6

保
存

資
⾦

整
理

公
債

証
書

利
札

取
下

願
県

庁
⼾

籍
掛

ＨＡＣ

12
　【保

存
⾦

】
観

⾳
堂

整
理

公
債

証
書

（
路

号
2589番

）
に

まつ
わ

る
利

札
（

12⽉
渡

分
）

「⾦
2円

50銭
」領

収
証

（
明

治
21年

12⽉
25⽇

）
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

・信
徒

惣
代

→
⼭

⼝
県

庁
舎

⼾
籍

掛

保
存

資
⾦

整
理

公
債

証
書

利
札

下
渡

願
⼭

⼝
県

⼾
籍

掛
24

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№
備

考
 　　《　》内

は
関

連
⽂

書
　【】は

テ
ー

マ

ＤＦ

20
整

理
公

債
保

護
願

県
知

事
原

保
太

郎

県
知

事
原

保
太

郎

1025552

保
存

資
⾦

整
理

公
債

証
書

利
札

切
取

願

寺
院

事
務

（
明

治
21年

）
〈戦

前
B1008〉

2
1449 10

6
10

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
七



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

明
治

23年
（

1890）
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

信
徒

惣
代

（
⼩

池
団

造
・⼤

深
重

就
･武

⽥
美

三
郎

）
Ｂ

7
18

公
債

利
札

取
下

《伺
》

萬
年

寺
住

職
ほ

か

明
治

24年
（

1891）
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

信
徒

惣
代

（
⼩

池
団

造
・⼤

深
重

就
･武

⽥
美

三
郎

）

Ｂ
1

23
公

債
証

書
取

下
《伺

》
萬

年
寺

住
職

岩
永

真
乗

ほ
か

第
⼀

部
第

三
課

明
治

26年
（

1893）
萬

年
寺

住
職

佐
藤

徳
巌

信
徒

惣
代

（
桑

原
亮

･⻫
藤

政
⼀

･熊
丸

藤
吉

）

Ｂ
2

23
明

細
帳

訂
正

願
萬

年
寺

住
職

佐
藤

徳
巌

ほ
か

知
事

（
原

保
太

郎
）

了
承

（
聞

届
）

萬
年

寺
住

職
岩

永
真

乗

信
徒

惣
代

（
篠

原
喜

介
・町

⽥
平

⾺
・熊

丸
丑

之
介

）

Ｄ
11

18
観

⾳
堂

修
繕

願
吉

敷
郡

⻑
（

正
⽊

基
介

）
内

務
部

⻑
（

吉
⽥

醇
⼀

）
【⼄

1228】
3

萬
年

寺
住

職
か

らの
「修

繕
願

出
」に

対
す

る
不

明
了

箇
所

取
調

指
⽰

【明
細

帳
】【修

繕
】【保

存
⾦

】【四
百

年
】

明
治

27年
（

1894）

Ａ
1

15
観

⾳
堂

修
繕

願
却

下
内

務
部

⻑
吉

⽥
醇

⼀
吉

敷
郡

⻑
（

正
⽊

基
介

）
【（

吉
敷

郡
役

所
）

60】
明

治
26年

11⽉
18⽇

付
三

⼄
第

1228号
「修

繕
願

出
に

関
す

る
不

明
了

箇
所

取
調

」《明
治

26年
Ｄ

》に
つ

い
て

の
受

諾
回

答
に

あ
わ

せ
て

、明
治

26年
提

出
の

「修
繕

願
」《明

治
26年

Ｃ
》取

りさげ
申

出
　　【修

繕
】

Ｂ
1

17
観

⾳
堂

修
繕

願
却

下
吉

敷
郡

⻑
（

正
⽊

基
介

）
内

務
部

⻑
（

吉
⽥

醇
⼀

）
《明

治
27年

Ａ
》を受

け
て

、明
治

26年
提

出
の

「修
繕

願
」返

却
　　【修

繕
】

萬
年

寺
住

職
観

⾳
堂

受
持

佐
藤

徳
巌

信
徒

惣
代

（
町

⽥
平

⾺
・篠

原
喜

介
・熊

丸
丑

之
介

）

Ｄ
3

15
修

繕
願

進
達

ニ付
副

申
⼭

⼝
県

知
事

原
保

太
郎

吉
敷

郡
⻑

正
⽊

基
介

《明
治

26年
Ｄ

》明
治

26年
11⽉

18⽇
付

三
⼄

第
1228号

「修
繕

願
出

に
関

す
る

不
明

了
箇

所
取

調
」指

⽰
を

ふ
ま

え
つ

つ
も

「修
繕

」に
つ

い
て

追
願

　《明
治

27年
Ｃ

》         　【修
繕

】

Ｅ
4

9
観

⾳
堂

保
存

資
⾦

⽀
払

萬
年

寺
住

職
佐

藤
徳

巌
ほ

か
知

事
（

原
保

太
郎

）
明

治
26年

5⽉
「観

⾳
堂

修
繕

願
」《明

治
26年

Ｃ
》

→
保

存
資

⾦
利

⼦
⽀

払
認

可
（

旧
公

債
証

書
売

却
希

望
却

下
）

、　「修
繕

急
務

」「維
持

⽅
法

検
討

指
⽰

」
【修

繕
】【保

存
⾦

】【明
細

帳
】

●
明

治
24年

の
⾵

害
対

応
の

「修
繕

願
」

→
破

損
状

況
（

屋
根

破
損

）
、破

損
原

因
（

⽴
地

）
に

⾔
及

→
「修

繕
⽬

論
⾒

」「略
図

」「⾒
積

」ほ
か

添
付

●
修

繕
が

急
が

れ
る

こと、修
繕

費
の

捻
出

（
寄

附
・頼

⺟
⼦

・保
存

⾦
利

⼦
）

に
つ

い
て

⾔
及

【修
繕

】【保
存

⾦
】

　【保
存

⾦
】

観
⾳

堂
整

理
公

債
証

書
に

まつ
わ

る
利

札
（

6⽉
渡

分
）

「⾦
2円

50銭
」領

収
証

（
明

治
23年

7⽉
19⽇

）
萬

年
寺

住
職

巌
永

真
乗

・信
徒

惣
代

→
⼭

⼝
県

庁
⼾

籍
掛

明
細

帳
訂

正
　【明

細
帳

】

公
債

利
札

取
下

願
県

庁
（

第
⼀

部
第

三
課

）
⼾

籍
掛

寺
院

事
務

（
明

治
27年

）
〈戦

前
B1017〉

36

ＡＣ

9

寺
院

事
務

 （
明

治
23年

）
〈戦

前
Ｂ

1012〉

寺
院

事
務

（
明

治
27年

）
〈戦

前
B1017〉

寺
院

事
務

 （
明

治
26年

）
〈戦

前
B1016〉

3
6

●
明

治
26年

5⽉
提

出
「修

繕
願

」《明
治

26年
Ｃ

》
→

照
会

事
項

《明
治

26年
Ｄ

》に
関

す
る

説
明

。「修
繕

願
」再

提
出

（
上

申
）

●
「修

繕
⽬

論
⾒

書
」「頼

若
規

則
」「寺

院
明

細
帳

訂
正

願
」ほ

か
添

付
【修

繕
】【保

存
⾦

】【由
緒

】【明
細

帳
】

寺
院

事
務

 （
明

治
24年

）
〈戦

前
B1014〉

【保
存

⾦
】

「整
理

公
債

証
書

」（
額

⾯
百

円
、明

治
21年

3⽉
2⽇

⼭
⼝

県
庁

第
⼀

部
第

三
課

預
り）

明
治

24年
1⽉

23⽇
返

納

整
理

公
債

証
書

取
下

願

32

5
観

⾳
堂

修
繕

願
県

知
事

原
保

太
郎

363

2 1
23

観
⾳

堂
修

繕
願

に
係

る
上

申
吉

敷
郡

⻑
正

⽊
基

介

7

寺
院

境
内

⼭
林

反
別

訂
正

願
県

知
事

原
保

太
郎

県
知

事
原

保
太

郎

Ｃ ＡＡ

6

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№
備

考
 　　《　》内

は
関

連
⽂

書
　【】は

テ
ー

マ

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
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で
　（
淺
川
）

九
八



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

Ｆ
4

9
観

⾳
堂

明
細

帳
訂

正
吉

敷
郡

⻑
（

内
務

）
部

⻑
36

《明
治

27年
Ｃ

》明
細

帳
訂

正
「聞

き届
く」。た

だ
し保

存
⾦

増
殖

⽅
法

・維
持

⽅
法

に
つ

い
て

の
検

討
指

⽰
。

【修
繕

】【保
存

⾦
】【明

細
帳

】

Ｇ
3

17
観

⾳
堂

保
存

資
⾦

内
務

部
⻑

吉
⽥

醇
⼀

吉
敷

郡
⻑

（
正

⽊
基

介
）

【吉
敷

郡
役

所
329】

明
治

27年
2⽉

22⽇
三

丁
第

209号
へ

の
回

答
　　【保

存
⾦

】

Ｈ
3

31
観

⾳
堂

保
存

資
⾦

吉
敷

郡
⻑

（
正

⽊
基

介
）

内
務

部
⻑

（
吉

⽥
醇

⼀
）

【⼄
2214】

武
⽥

美
三

郎
・⼤

深
重

就
へ

の
貸

附
⾦

処
分

に
つ

い
て

《明
治

27年
Ｇ

》を受
け

て
　　　【保

存
⾦

】

明
治

28年
（

1895）

A
古

社
寺

取
調

書
（

⽩
華

厳
観

⾳
堂

）
萬

年
寺

住
職

佐
藤

徳
巌

古
社

寺
取

調
書

〈戦
前

Ａ
社

寺
123〉

―
吉

敷
郡

寺
院

に
関

す
る

取
調

書
簿

冊
　　　　　　　　　【由

緒
】【保

存
⾦

】

萬
年

寺
住

職
佐

藤
徳

巌

信
徒

惣
代

（
篠

原
喜

介
・後

藤
熊

太
郎

・熊
丸

丑
之

介
）

Ｃ
10

15
観

⾳
堂

破
損

修
理

⼭
⼝

県
知

事
⼤

浦
兼

武
吉

敷
郡

⻑
正

⽊
基

介
《明

治
28年

Ｂ
》　進

達
（

吉
敷

郡
⻑

副
申

）
Ｄ

10
21

観
⾳

堂
破

損
修

理
に

関
ス

ル
件

吉
敷

郡
⻑

部
⻑

保
存

⾦
か

らの
総

代
へ

の
貸

付
に

つ
い

て
の

疑
義

　【保
存

⾦
】

Ｅ
12

6
観

⾳
堂

修
繕

ノ件
吉

敷
郡

⻑
部

⻑
《明

治
28年

Ｄ
》　督

促

Ｆ
12

13
観

⾳
堂

修
繕

内
務

部
⻑

吉
⽥

醇
⼀

吉
敷

郡
⻑

正
⽊

基
介

【吉
敷

郡
役

所
1637】

●
《明

治
28年

Ｄ
》　照

会
事

項
調

査
回

答
●

「永
続

資
⾦

勘
定

帳
写

（
明

治
19年

末
か

ら明
治

28年
2⽉

）
」「貸

付
⾦

証
書

写
し〈明

治
28年

12⽉
奥

書
〉」　添

付
　　　　【修

繕
】【保

存
⾦

】

Ｇ
12

25
観

⾳
堂

修
繕

吉
敷

郡
⻑

部
⻑

　【三
⼄

9183】
《明

治
28年

Ｂ
》　⾵

災
破

損
に

よる
修

繕
願

に
関

して
、修

繕
費

⾒
積

書
提

出
指

⽰
　　【修

繕
】

明
治

29年
（

1896）

Ａ
3

7
観

⾳
堂

修
繕

吉
敷

郡
⻑

代
理

部
⻑

　【三
丁

229】
明

治
28年

12⽉
25⽇

付
き三

⼄
第

9138号
に

よる
照

会
事

項
【明

治
28年

㉒
】未

回
答

ニ付
催

促
（

修
繕

⾒
積

書
提

出
督

促
）

Ｂ
3

23
修

繕
費

⾒
積

書
内

務
部

⻑
吉

⽥
醇

⼀
吉

敷
郡

⻑
阪

本
協

　　【吉
敷

郡
役

所
420】

明
治

28年
12⽉

25⽇
付

き三
⼄

第
9138号

【明
治

28年
㉒

】　《明
治

29年
Ａ

》　に
対

す
る

回
答

（
修

繕
費

⾒
積

書
提

出
）

Ｃ
3

26
観

⾳
堂

修
繕

吉
敷

郡
⻑

部
⻑

　【三
⼄

2483】
《明

治
29年

Ｂ
》　に

関
す

る
取

調
指

⽰
　→

⾒
積

書
再

調
製

指
⽰

（
屋

根
「曾

⽊
葺

」、⼤
⼯

⾒
積

）
Ｄ

4
18

修
繕

⾒
積

書
内

務
部

⻑
吉

⽥
醇

⼀
吉

敷
郡

⻑
阪

本
協

　　【吉
敷

郡
役

所
598】

《明
治

29年
Ｃ

》　の
指

⽰
を受

け
て

「修
繕

⾒
積

」（
4⽉

14⽇
調

製
）

再
提

出
　　【修

繕
】

Ｅ
4

25
観

⾳
堂

修
繕

吉
敷

郡
⻑

部
⻑

　【⼄
4347】

《明
治

29年
Ｄ

》　に
関

す
る

記
載

内
容

取
調

指
⽰

・・・・・　《明
治

28年
㉙

》との
関

連
→

修
繕

経
費

、保
存

⾦
か

らの
経

費
捻

出
理

由
　　　　　【修

繕
】【保

存
⾦

】

萬
年

寺
住

職
⼆

本
⽊

⾄
俊

信
徒

惣
代

（
篠

原
喜

介
・後

藤
熊

太
郎

・熊
丸

丑
之

介
）

Ｇ
6

6
観

⾳
堂

修
理

追
願

⼭
⼝

県
知

事
⼤

浦
兼

武
吉

敷
郡

⻑
阪

本
協

　【吉
敷

郡
役

所
929】

《明
治

28年
Ｂ

》　　追
願

書
進

達
　修

繕
計

算
書

中
の

不
明

箇
所

訂
正

中

Ｈ
6

16
観

⾳
堂

修
繕

内
務

⼤
⾂

知
事

　【三
丁

634】
●

「修
繕

費
使

⽤
」に

関
す

る
稟

議
　《明

治
29年

Ｆ
》

→
保

存
資

⾦
か

らの
修

繕
費

充
当

の
場

合
は

「事
後

の
保

存
⾦

増
殖

と維
持

⽅
法

の
再

検
討

」を要
す

る
旨

指
⽰

【修
繕

】【保
存

⾦
】

Ｉ
6

27
観

⾳
堂

修
繕

費
⼭

⼝
県

知
事

⼤
浦

兼
武

内
務

省
社

寺
局

⻑
安

廣
伴

⼀
郎

　【甲
47】

《明
治

29年
Ｈ

》　「修
繕

費
使

⽤
」に

関
す

る
照

会
（

取
調

事
項

）
　【修

繕
】【保

存
⾦

】
Ｊ

7
4

観
⾳

堂
修

繕
費

吉
敷

郡
⻑

部
⻑

　【三
丁

705】
《明

治
29年

Ｉ
》　修

繕
費

申
請

に
係

る
内

務
省

社
寺

局
か

らの
取

調
照

会
を伝

達
　【修

繕
】【保

存
⾦

】

18

寺
院

事
務

（
明

治
27年

）
〈戦

前
B1017〉

寺
院

事
務

 （
明

治
29年

）
〈戦

前
B1020〉

⼭
⼝

県
知

事
⼤

浦
兼

武
5

25
（

観
⾳

堂
修

繕
）

追
願

●
暴

⾵
⾬

被
害

に
より修

繕
を繰

り返
して

きた
が

、明
治

28年
、再

度
⼤

被
害

（
上

層
屋

根
損

傷
）

●
「観

⾳
堂

取
り崩

し、部
材

保
存

、仏
体

を萬
年

寺
に

安
置

、後
⽇

再
建

」も
検

討
●

修
繕

費
⽤

として
保

存
⾦

下
付

を申
請

　　　　【修
繕

】【保
存

⾦
】

10
12

観
⾳

堂
破

損
修

理
（

「⽩
華

厳
観

⾳
堂

⼤
破

ニ付
御

伺
」）

⼭
⼝

県
知

事
⼤

浦
兼

武

3118

●
明

治
28年

10⽉
12付

け
観

⾳
堂

修
理

【明
治

28年
㉙

】の
追

願
●

観
⾳

堂
⼤

破
（

明
治

24年
・26年

の
暴

⾵
⾬

に
よる

屋
根

破
損

）
の

た
め

修
繕

申
出

、所
在

地
は

⾵
当

た
りが

強
い

、寄
附

や
保

存
⾦

利
⼦

の
運

⽤
を繰

り返
した

が
度

重
な

る
修

繕
で

経
費

捻
出

困
難

、明
治

29年
4⽉

「修
繕

⾒
積

」提
出

済
み

　　　　【修
繕

】

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№
備

考
 　　《　》内

は
関

連
⽂

書
　【】は

テ
ー

マ

寺
院

事
務

 （
明

治
29年

）
〈戦

前
B1020〉

Ｆ Ｂ

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

九
九



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

Ｋ
7

10
観

⾳
堂

修
繕

に
関

す
る

取
調

吉
敷

郡
⻑

阪
本

協
吉

敷
郡

上
宇

野
令

村
⻑

⽵
下

雄
介

《明
治

29年
Ｊ

》の
照

会
に

対
す

る
回

答
期

限
猶

予
の

願
い

Ｌ
7

11
観

⾳
堂

修
理

内
務

部
⻑

吉
⽥

醇
⼀

吉
敷

郡
⻑

阪
本

協
《明

治
29年

Ｋ
》の

伝
達

Ｍ
7

20
観

⾳
堂

修
繕

内
務

部
⻑

吉
⽥

醇
⼀

吉
敷

郡
⻑

阪
本

協
　【吉

敷
郡

役
所

1186】
《明

治
29年

Ｊ
》　照

会
事

項
に

対
す

る
取

調
回

答
　　　【修

繕
】【保

存
⾦

】
Ｎ

7
28

観
⾳

堂
修

繕
吉

敷
郡

⻑
部

⻑
　【三

⼄
7450】

《明
治

29年
Ｍ

》　回
答

の
不

明
箇

所
に

つ
い

て
再

調
査

指
⽰

　　　【修
繕

】【保
存

⾦
】

Ｏ
8

3
開

申
書

吉
敷

郡
役

所
吉

敷
郡

上
宇

野
令

村
役

場
《明

治
29年

Ｎ
》⼭

⼝
県

内
務

部
か

らの
照

会
を受

け
た

、吉
敷

郡
か

ら上
宇

野
令

村
に

対
す

る
照

会
（

7⽉
30⽇

付
吉

敷
郡

役
所

「⼾
第

1454号
」）

に
対

す
る

回
答

　 　　【修
繕

】【保
存

⾦
】

Ｐ
8

5
観

⾳
堂

修
繕

願
内

務
部

⻑
吉

⽥
醇

⼀
吉

敷
郡

⻑
阪

本
協

【吉
敷

郡
役

所
1272】

●
《明

治
29年

Ｎ
》「観

⾳
堂

修
繕

」に
関

す
る

照
会

事
項

へ
の

吉
敷

郡
⻑

回
答

 　　【修
繕

】【保
存

⾦
】

Ｑ
8

17
観

⾳
堂

修
繕

社
寺

局
⻑

知
事

　【⼄
7898】

●
《明

治
29年

Ｊ
》「観

⾳
堂

修
繕

費
使

⽤
」に

係
る

照
会

に
対

す
る

回
答

●
《明

治
29年

Ｐ
》をベ

ー
ス

に
作

成
）

Ｒ
9

4
修

繕
費

使
⽤

ノ件
⼭

⼝
県

知
事

（
⼤

浦
兼

武
）

内
務

⼤
⾂

伯
爵

板
垣

退
助

【内
務

省
指

令
甲

47】
《明

治
29年

Ｈ
》　「修

繕
費

使
⽤

伺
」認

可
〈聞

き届
く〉　【保

存
⾦

】【修
繕

】

明
治

30年
（

1897）
萬

年
寺

住
職

⼆
本

樹
⾄

俊
末

派
惣

代
阿

武
郡

福
川

村
禅

昌
院

住
職

荒
川

道
隆

法
類

（
阿

武
郡

⼭
⽥

村
楞

巖
庵

住
職

冨
村

宗
孝

・同
郡

佐
々

並
村

⻄
林

寺
住

職
佐

々
⽊

善
果

）

6.16「理
由

書
」（

萬
年

寺
住

職
→

知
事

）
／

6.16「副
申

書
」（

臨
済

宗
建

仁
寺

派
管

⻑
⽵

⽥
黙

雷
）

／
6.24「副

申
書

」（
吉

敷
郡

⻑
）

／
6.26「照

会
事

項
」（

内
務

部
⻑

→
吉

敷
郡

⻑
）

／
7.6「添

申
」（

吉
敷

郡
⻑

）
／

7.28「訂
正

報
告

」（
吉

敷
郡

⻑
→

知
事

）
／

8.5「指
令

（
聞

届
）

」（
知

事
→

萬
年

寺
住

職
ほ

か
）

萬
年

寺
住

職
⼆

本
樹

⾄
俊

檀
家

惣
代

（
河

野
⿍

蔵
・⼭

本
浅

五
郎

・熊
丸

藤
吉

）
萬

年
寺

住
職

⼆
本

樹
⾄

俊
檀

家
惣

代
（

河
野

⿍
蔵

・熊
丸

藤
吉

・⼭
本

浅
五

郎
）

萬
年

寺
末

法
類

阿
武

郡
福

川
村

禅
昌

院
住

職
荒

川
道

隆
・同

⼭
⽥

村
楞

巖
庵

住
職

冨
村

宗
孝

・同
佐

々
並

村
⻄

林
寺

住
職

佐
々

⽊
善

果
萬

年
寺

住
職

⼆
本

樹
⾄

俊
法

類
総

代
阿

武
郡

佐
々

並
村

⻄
林

寺
住

職
佐

々
⽊

善
果

檀
家

惣
代

（
河

野
⿍

蔵
・⼭

本
浅

五
郎

・熊
丸

藤
吉

）
Ｅ

6
24

地
所

売
却

願
（

副
申

）
⼭

⼝
県

知
事

秋
⼭

恕
卿

臨
済

宗
建

仁
寺

派
管

⻑
⽵

⽥
黙

雷
《明

治
30年

Ｄ
》　副

申

寺
院

事
務

 （
明

治
29年

）
〈戦

前
B1020〉

18

寺
院

⼀
件

（
明

治
31年

）
〈戦

前
Ｂ

1022〉
6

修
繕

費
使

⽤

16

寺
有

地
3カ所

／
⽑

利
元

昭
公

爵
家

に
売

却
／

売
却

⾦
を萬

年
寺

永
続

資
⾦

に
充

て
る

／
賣

得
⾦

の
⽑

利
家

へ
の

預
け

⼊
れ

依
頼

（
奥

書
）

明
治

30年
7⽉

15⽇
「吉

敷
郡

上
宇

野
令

村
⻑

代
理

助
役

塩
⾒

周
三

」　　／
8.19三

⼄
7874調

査
指

⽰
／

9.4「回
答

副
申

」（
吉

敷
郡

⻑
）

／
9.10「明

細
帳

訂
正

願
」三

丁
1126（

知
事

→
内

務
⼤

⾂
／

9.20「聞
き届

く」内
務

省
指

令
甲

83（
内

務
⼤

⾂
樺

⼭
資

紀
→

知
事

）
／

9.29「指
令

伝
達

」甲
1561（

知
事

→
萬

年
寺

住
職

）
／

9.29「明
細

帳
訂

正
報

告
」（

知
事

→
内

務
⼤

⾂
）

【明
細

帳
】

公
爵

⽑
利

元
昭

（
家

令
⽥

中
⼀

介
）

9
4

Ｄ ＡＢＣ ＳＴ

66
1

⼟
地

買
い

上
げ

願
い

8
9

寺
院

（
明

治
30年

）
〈戦

前
B1021〉

阿
武

郡
紫

福
村

字
五

反
⽥

地
内

⽥
地

の
売

却
出

願
【県

庁
⼄

7211（
30.7.29）

】【県
庁

⼄
6894（

30.7.17）
】

8.16「進
達

」（
上

宇
野

令
村

村
⻑

）
／

8.17「回
答

（
相

違
無

し）
」（

知
事

）

知
事

　【甲
1382】【⼄

6043】

内
務

省
社

寺
局

⻑
安

廣
伴

⼀
郎

9
●

《明
治

28年
Ｂ

》　《明
治

29年
Ｆ

》　「修
繕

伺
」に

対
す

る
認

可
●

修
繕

⾒
積

⾼
50円

93銭
6厘

（
保

存
資

⾦
か

ら⽀
出

）
　　　　　　　　　　【保

存
⾦

】【修
繕

】

《明
治

29年
Ｈ

》　「修
繕

費
使

⽤
伺

」認
可

／
修

繕
費

50円
93銭

6厘
（

保
存

資
⾦

か
ら⽀

出
）

【保
存

⾦
】【修

繕
】

備
考

 　　《　》内
は

関
連

⽂
書

　【】は
テ

ー
マ

件
名№3235

⽥
地

売
却

願
⼭

⼝
県

知
事

秋
⼭

恕
卿

⼭
⼝

県
知

事
⼤

浦
兼

武

⽥
地

売
却

の
件

証
明

願
⼭

⼝
県

知
事

秋
⼭

恕
卿

7
15

境
内

⼟
地

区
域

変
換

幷
明

細
帳

訂
正

願
⼭

⼝
県

知
事

秋
⼭

恕
卿

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】

10
観

⾳
堂

修
繕

費
⽀

出
萬

年
寺

住
職

⼆
本

⽊
⾄

俊

43

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

一
〇
〇



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

Ｆ
7

20
公

爵
⽑

利
家

財
産

主
管

⽑
利

五
郎

「書
⾯

之
趣

承
諾

」　《明
治

30年
Ｄ

》書
⾯

上
に

朱
書

き
万

年
寺

住
職

⼆
本

樹
⾄

俊
末

派
惣

代
阿

武
郡

福
川

村
禅

昌
院

住
職

荒
川

道
隆

法
類

阿
武

郡
⼭

⽥
村

楞
巖

庵
住

職
冨

村
宗

孝
・

同
阿

武
郡

佐
々

並
村

⻄
林

寺
住

職
佐

々
⽊

善
檀

家
惣

代
（

河
野

⿍
蔵

・⼭
本

浅
五

郎
・熊

丸
藤

吉
）

明
治

31年
（

1898）

Ａ
1

12
境

外
地

売
却

萬
年

寺
住

職
⼆

本
樹

⾄
俊

知
事

【⼄
1643】

寺
院

⼀
件

（
明

治
31年

）
〈戦

前
Ｂ

1022〉
6

《明
治

30年
Ｇ

》　「聞
き届

く」

明
治

32年
（

1899）
萬

年
寺

住
職

荒
川

道
隆

檀
家

惣
代

（
斎

藤
政

⼀
・河

野
⿍

蔵
・熊

丸
藤

吉
）

法
類

萬
年

寺
末

（
阿

武
郡

佐
々

並
村

⻄
林

寺
住

職
⼆

本
樹

⾄
俊

・⼭
⽥

村
楞

巖
庵

住
職

冨
村

宗
孝

）
Ｂ

10
23

寺
号

復
旧

ノ件
⼭

⼝
県

知
事

古
沢

滋
臨

済
宗

建
仁

寺
派

管
⻑

⽵
⽥

黙
雷

副
申

　《明
治

32年
Ａ

》

Ｃ
11

3
寺

号
復

旧
願

⼭
⼝

県
知

事
古

沢
滋

吉
敷

郡
⻑

坂
本

協
【吉

敷
郡

役
所

1512】
　《明

治
32年

Ａ
》

Ｄ
11

14
寺

号
復

旧
願

⼭
⼝

県
内

務
部

吉
敷

郡
役

所
【吉

敷
郡

役
所

1564】
《明

治
32年

Ａ
》　再

提
出

（
11⽉

6⽇
の

返
却

を受
け

て
）

Ｅ
11

21
寺

号
復

称
ノ件

萬
年

寺
住

職
荒

川
道

隆
ほ

か
5名

知
事

【⼄
5916】

「寺
号

復
旧

」聞
き届

く　《明
治

32年
Ａ

》

明
治

36年
（

1903）
Ａ

6
13

副
書

下
付

願
⼭

⼝
県

知
事

武
⽥

千
代

三
郎

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
保

存
資

⾦
公

債
利

⼦
ほ

か
（

明
治

33年
6⽉

-明
治

35年
12⽉

）
の

預
け

⼊
れ

願
出

Ｂ
6

19
副

書
下

付
願

（
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

）
知

事
（

武
⽥

千
代

三
郎

）
保

存
資

⾦
公

債
利

⼦
ほ

か
の

⼭
⼝

⽀
⾦

庫
へ

の
預

け
⼊

れ
承

認
Ｃ

12
8

副
書

下
付

願
⼭

⼝
県

知
事

渡
辺

融
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

保
存

資
⾦

公
債

利
⼦

（
明

治
36年

7⽉
-12⽉

）
の

預
け

⼊
れ

願
出

Ｄ
12

15
副

書
下

付
願

洞
春

寺
住

職
（

荒
川

道
隆

）
知

事
（

渡
辺

融
）

保
存

資
⾦

公
債

利
⼦

の
⼭

⼝
⽀

⾦
庫

へ
の

預
け

⼊
れ

承
認

明
治

37年
（

1904）
Ａ

6
30

副
書

下
付

願
⼭

⼝
県

知
事

渡
辺

融
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

保
存

⾦
公

債
利

⼦
（

明
治

37年
上

半
季

）
6円

25銭
の

預
け

⼊
れ

願
出

Ｂ
7

11
副

書
下

付
願

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
知

事
（

渡
辺

融
）

保
存

⾦
公

債
利

⼦
の

⼭
⼝

⽀
⾦

庫
へ

の
預

け
⼊

れ
承

認

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№

【⼄
1643】萬

年
寺

所
有

⼭
林

を公
爵

⽑
利

家
に

売
渡

す
（

売
り渡

し代
⾦

を⽑
利

公
爵

家
に

預
け

る
→

利
⼦

⾦
を永

続
維

持
資

⾦
に

充
て

る
）

吉
敷

郡
役

所
受

領
（

明
治

30.8.18【吉
敷

郡
役

所
1365】）

／
明

細
帳

記
載

事
項

との
整

合
確

認
（

明
治

30.12.21）
Ｇ

備
考

 　　《　》内
は

関
連

⽂
書

　【】は
テ

ー
マ

寺
院

⼀
件

（
明

治
31年

）
〈戦

前
Ｂ

1022〉
6

7
30

地
所

売
却

願
⼭

⼝
県

知
事

秋
⼭

恕
卿

寺
号

復
旧

の
願

出
（

萬
年

寺
か

ら洞
春

寺
へ

）
／

「復
旧

願
」中

の
萬

年
寺

改
称

年
⽉

に
つ

い
て

、明
細

帳
記

載
事

項
との

齟
齬

に
つ

い
て

指
摘

→
「復

旧
願

」返
却

（
11⽉

6⽇
⼭

⼝
県

、11⽉
8⽇

吉
敷

郡
役

所
）

Ａ

19

寺
院

（
明

治
36年

）
〈戦

前
B953〉

寺
院

（
明

治
37年

）
〈戦

前
B954〉

10
15

寺
号

復
旧

ノ件
⼭

⼝
県

知
事

古
沢

滋

寺
院

（
明

治
32年

）
〈戦

前
B949〉

315329

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

一
〇
一



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

明
治

39年
（

1906）

Ａ
4

6
復

命
書

（
伊

東
忠

太
随

⾏
）

⼭
⼝

県
知

事
渡

辺
融

廣
永

嘉
⼀

（
第

⼆
部

兵
事

係
）

寺
院

幷
仏

堂
（

明
治

39年
）

〈戦
前

B956〉
11

内
務

省
古

社
寺

保
存

会
委

員
伊

東
忠

太
に

よる
県

内
古

社
寺

調
査

（
4⽉

4⽇
「四

百
年

建
造

物
」として

視
察

）

Ｂ
7

5
副

書
下

付
願

⼭
⼝

県
知

事
渡

辺
融

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
保

存
資

⾦
公

債
利

⼦
（

明
治

39年
上

半
季

）
6円

25銭
の

預
け

⼊
れ

願
出

Ｃ
7

11
副

書
下

付
願

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
知

事
保

存
資

⾦
公

債
利

⼦
の

⼭
⼝

⽀
⾦

庫
へ

の
預

け
⼊

れ
承

認

明
治

43年
（

1910）
洞

春
寺

住
職

⽩
華

厳
観

⾳
堂

保
存

資
⾦

管
理

者
　荒

川
道

隆
信

徒
総

代
（

熊
丸

⺒
之

介
・⽵

内
真

太
・織

⽥
信

介
）

Ｂ
4

2
貸

付
⾦

棄
権

ノ件
吉

敷
郡

⻑
内

務
部

⻑
⽩

華
厳

観
⾳

堂
保

存
資

⾦
管

理
者

荒
川

道
隆

信
徒

総
代

（
熊

丸
⺒

之
介

・⽵
内

真
太

・織
⽥

信
介

）

Ｄ
9

19
保

存
⾦

利
⼦

使
⽤

竝
堂

宇
修

繕
願

⼤
字

法
泉

寺
観

⾳
堂

受
持

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
知

事
「保

存
⾦

利
⼦

使
⽤

」「堂
宇

修
繕

」許
可

⼤
正

1年
（

1912）
Ａ

10
法

泉
寺

観
⾳

堂
移

転
趣

意
書

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
⽑

利
家

⽂
庫

12寺
社

92
―

Ｂ
12

15
堂

宇
移

転
（

副
申

）
⼭

⼝
県

知
事

⾺
淵

鋭
太

郎
臨

済
宗

建
仁

寺
派

管
⻑

⽵
⽥

黙
雷

寺
院

仏
堂

（
⼤

正
3年

）
〈戦

前
B966〉

3
「観

⾳
堂

移
転

申
請

」に
添

付
　《⼤

正
2年

Ａ
》

⼤
正

2年
（

1913）
Ａ

1
11

副
書

下
付

願
⼭

⼝
県

知
事

渡
辺

融
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

保
存

資
⾦

公
債

利
⼦

（
明

治
45年

1⽉
-⼤

正
元

年
11⽉

）
11円

の
預

け
⼊

れ
願

出
Ｂ

1
25

副
書

下
付

願
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

知
事

保
存

資
⾦

公
債

利
⼦

（
明

治
45年

1⽉
-⼤

正
元

年
11⽉

）
の

⼭
⼝

⽀
⾦

庫
へ

の
預

け
⼊

れ
承

認
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

信
徒

惣
代

（
熊

丸
⺒

之
介

・⽵
内

真
太

・織
⽥

信
介

）
隣

寺
乗

福
寺

住
職

熊
野

義
表

法
類

瑞
陽

寺
住

職
佐

藤
恵

芳

Ｄ
3

24
堂

宇
移

転
（

副
申

）
⼭

⼝
県

知
事

⾺
淵

鋭
太

郎
吉

敷
郡

⻑
原

要
⼆

【吉
敷

郡
役

所
庶

509】
進

達
・副

申
　《⼤

正
2年

Ｃ
》

Ｅ
4

4
堂

宇
移

転
（

稟
申

）
内

務
⼤

⾂
⼭

⼝
県

知
事

【学
1322】

　《⼤
正

2年
Ｃ

》　　移
転

資
⾦

1600余
円

（
有

志
者

寄
附

に
より充

当
）

Ｆ
5

5
堂

宇
移

転
（

照
会

）
⼭

⼝
県

知
事

⾺
淵

鋭
太

郎
内

務
省

宗
教

局
⻑

斯
波

淳
六

郎
【宗

520】
移

転
稟

請
に

対
す

る
照

会
（

仏
堂

の
由

緒
）

　《⼤
正

2年
Ｃ

》

Ｇ
5

10
堂

宇
移

転
（

取
調

照
会

）
吉

敷
郡

⻑
（

原
要

⼆
）

内
務

部
⻑

【学
1322】

出
願

に
とも

な
う取

調
照

会
（

仏
堂

の
由

緒
）

　　　　　　　　　　　　　　　《⼤
正

2年
Ｃ

》　《⼤
正

2年
Ｆ

》

8

1449

武
⽥

美
三

郎
へ

の
貸

附
⾦

処
分

に
つ

い
て

（
本

⼈
死

亡
〈明

治
36年

〉に
つ

き貸
⾦

権
利

放
棄

）

寺
院

仏
堂

（
⼤

正
3年

）
〈戦

前
B966〉

3

Ｃ
観

⾳
堂

（
⽩

華
厳

観
⾳

堂
）

移
転

願
⼭

⼝
県

知
事

⾺
淵

鋭
太

郎

寺
院

（
⼤

正
2年

）
〈戦

前
B964〉

Ａ

「建
仁

寺
派

管
⻑

の
副

申
書

」《⼤
正

元
年

Ｂ
》〈⼤

正
元

年
12⽉

15⽇
付

〉「移
転

地
明

細
書

」「移
転

費
収

⽀
予

算
調

書
」「移

転
幷

修
繕

⾒
積

書
（

⼤
正

2年
2⽉

、杉
⼭

作
平

）
」「屋

根
葺

き仕
調

明
細

（
⼤

正
2年

1
⽉

、檜
⽪

師
佐

々
⽊

信
三

郎
）

」「敷
地

⼟
⼯

・⽯
垣

⾒
積

書
（

⼤
正

2年
2⽉

、松
本

喜
介

）
」「関

連
図

⾯
（

観
⾳

堂
敷

地
／

移
転

地
⾒

取
図

／
地

形
図

〈い
ず

れ
も

⽯
川

藤
蔵

作
成

〉、正
⾯

図
／

平
⾯

図
／

現
地

略
図

〈各
40分

の
1〉）

」添
付

堂
宇

修
繕

へ
の

保
存

⾦
利

⼦
使

⽤
許

可
の

願
出

／
「屋

根
修

繕
⾒

積
書

」（
8⽉

19⽇
〈三

好
市

太
郎

⾒
積

も
り〉）

「保
存

資
⾦

」内
訳

添
付

Ｃ

寺
院

（
明

治
39年

）
〈戦

前
B957〉

24
利

⼦
⾦

使
⽤

許
可

願
知

事
渡

辺
融

備
考

 　　《　》内
は

関
連

⽂
書

　【】は
テ

ー
マ

3
3

貸
⾦

棄
権

許
可

願
⼭

⼝
県

知
事

渡
辺

融

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№

3
3

10

寺
院

（
明

治
43年

）
〈戦

前
B961〉

26

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

一
〇
二



簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

Ｈ
5

29
堂

宇
移

転
（

回
答

）
内

務
部

⻑
真

中
正

道
吉

敷
郡

⻑
原

要
⼆

【吉
敷

郡
役

所
庶

1462】
照

会
に

対
す

る
回

答
　《⼤

正
2年

Ｆ
》　《⼤

正
2年

Ｇ
》

⼤
正

3年
（

1914）
Ａ

1
20

堂
宇

移
転

許
可

⼭
⼝

県
⽂

部
⼤

⾂
奥

⽥
義

⼈
【⽂

部
省

ロ宗
9】

稟
請

へ
の

回
答

　《⼤
正

2年
Ｅ

》

Ｂ
1

23
堂

宇
（

受
持

観
⾳

堂
）

移
転

許
可

洞
春

寺
知

事
【指

令
庶

1280】
移

転
申

請
許

可
　《⼤

正
2年

Ｃ
》

Ｃ
1

22
⼭

⼝
県

知
事

⾺
淵

鋭
太

郎
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

明
治

31年
訓

⼄
第

4号
に

基
づ

く報
告

Ｄ
2

27
⼭

⼝
県

知
事

（
⾺

淵
鋭

太
郎

）
吉

敷
郡

⻑
進

達
　《⼤

正
3年

Ｃ
》

⼤
正

4年
（

1915）
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

檀
家

総
代

（
⼩

河
源

⼀
・⼤

⽊
⾼

亮
・⼭

本
貞

吉
・⼭

下
恵

芳
・笠

井
稽

道
）

Ｂ
1

21
副

申
⼭

⼝
県

知
事

⾚
星

典
太

臨
済

宗
建

仁
寺

派
管

⻑
⽵

⽥
黙

雷

Ｃ
1

27
添

願
⼭

⼝
県

知
事

⾚
星

典
太

臨
済

宗
建

仁
寺

派
⼤

本
⼭

建
仁

寺
住

職
⽵

⽥
黙

雷
Ｄ

2
12

御
願

⼭
⼝

県
知

事
⾚

星
典

太
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

寺
有

地
売

却
（

町
⽴

公
会

堂
敷

地
として

）
→

明
細

帳
記

⼊
願

　　　　　　　　　　    　【明
細

帳
】

Ｅ
2

12
証

明
願

⼭
⼝

町
⻑

作
間

久
吉

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
（

町
⽴

公
会

堂
敷

地
＝

寺
有

地
）

　（
奥

書
）

2⽉
12⽇

⼭
⼝

町
⻑

証
明

Ｆ
2

17
⼟

地
売

却
ノ件

洞
春

寺
知

事
（

⾚
星

典
太

）
【指

令
庶

285】
⼤

正
4年

1⽉
20⽇

願
「寺

有
地

売
却

ノ件
」許

可
          　《⼤

正
4年

Ａ
》

Ｇ
2

17
⼟

地
売

却
ノ件

洞
春

寺
知

事
（

⾚
星

典
太

）
【指

令
庶

285】
⼤

正
4年

2⽉
12⽇

願
「明

細
帳

⼟
地

記
⼊

ノ件
」聞

き届
く　《⼤

正
4年

Ｄ
》 　　　　　　【明

細
帳

】

参
考

4
17

観
⾳

堂
移

築
落

成
式

挙
⾏

　　　　　　　　　防
⻑

新
聞

（
⼤

正
4年

4⽉
15⽇

）
「洞

春
寺

唯
摩

会
」

⼤
正

5年
（

1916）

Ａ
2

3
副

書
下

附
⼭

⼝
県

知
事

⿊
⾦

泰
義

洞
春

寺
住

職
荒

川
道

隆
観

⾳
堂

保
存

資
⾦

利
⼦

⾦
（

⼤
正

4年
1⽉

-12⽉
分

、11円
）

の
⼭

⼝
⽀

⾦
庫

へ
の

預
⼊

副
書

（
承

認
書

）
下

附
の

申
請

　　【保
存

⾦
】

Ｂ
2

12
副

書
下

附
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

⻑
官

（
⿊

⾦
泰

義
）

《⼤
正

5年
A》　預

⼊
承

認
　　　　【保

存
⾦

】
洞

春
寺

住
職

荒
川

道
隆

【由
緒

】【保
存

⾦
】

檀
徒

総
代

（
⼩

河
源

⼀
・⼤

⽊
⾼

亮
・⼭

本
貞

吉
）

●
⼤

正
2年

3⽉
「移

転
許

可
」、⼤

正
4年

4⽉
「移

転
」

●
参

考
資

料
として

写
真

添
付

Ｄ
6

28
特

別
保

護
建

造
物

編
⼊

願
⽂

部
⼤

⾂
法

学
博

⼠
⾼

⽥
早

苗
臨

済
宗

建
仁

寺
派

管
⻑

⽵
⽥

黙
雷

特
別

保
護

建
造

物
編

⼊
願

添
付

の
副

申
　　《⼤

正
5年

Ｃ
》

Ｅ
7

20
特

別
保

護
建

造
物

編
⼊

願
⽂

部
⼤

⾂
知

事
　【学

5354】
特

別
保

護
建

造
物

編
⼊

願
添

付
の

副
申

　　《⼤
正

5年
Ｃ

》

Ｆ
9

28
特

別
保

護
建

造
物

編
⼊

願
⽂

部
省

宗
教

局
⻑

県
　【学

5354】
《⼤

正
5年

E》「吉
敷

郡
⼭

⼝
町

洞
春

寺
境

内
観

⾳
堂

特
別

保
護

建
造

物
編

⼊
願

書
」の

参
考

資
料

として
、より

詳
細

な
「由

緒
書

」送
付

（
関

野
貞

技
師

現
地

調
査

〈⼤
正

5年
8⽉

19⽇
〉で

の
指

⽰
に

よる
）

寺
院

仏
堂

（
⼤

正
6年

）
〈戦

前
B970〉

86

7
14

特
別

保
護

建
造

物
編

⼊
願

⽂
部

⼤
⾂

⾼
⽥

早
苗

寺
有

地
売

り渡
し（

町
⽴

公
会

堂
建

設
⽤

地
）

→
売

り渡
し代

⾦
を維

持
基

⾦
に

編
⼊

　《⼤
正

4年
Ａ

》

寺
院

仏
堂

（
⼤

正
3年

）
〈戦

前
B966〉

3

1
20

寺
有

⽥
地

売
却

処
分

⼭
⼝

県
知

事
⾚

星
典

太

由
緒

沿
⾰

に
関

す
る

照
会

へ
の

回
答

／
近

藤
清

⽯
『⼭

⼝
名

勝
旧

跡
図

誌
』の

記
述

を添
付

〈近
藤

清
⽯

⽂
庫

62・6-5〉　　《⼤
正

2年
Ｃ

》　《⼤
正

2年
Ｆ

》

寺
院

仏
堂

 （
⼤

正
3年

）
〈戦

前
B966〉

古
寺

保
存

資
⾦

年
末

計
算

書
（

⼤
正

2年
度

）

寺
院

仏
堂

（
⼤

正
4年

）
〈戦

前
B968〉

10

Ｃ Ｉ

8
寺

院
仏

堂
（

⼤
正

5年
）

〈戦
前

B969〉

21

⽉
⽇

件
名

宛
作

成
・発

 【⽂
書

番
号

】
件

名№
備

考
 　　《　》内

は
関

連
⽂

書
　【】は

テ
ー

マ

10
20

堂
宇

移
転

（
回

答
）

内
務

省
宗

教
局

⻑
知

事

Ａ
寺

有
地

「⼭
⼝

町
⼤

字
上

宇
野

令
字

春
⽇

2087番
地

」売
り渡

し（
町

⽴
公

会
堂

建
設

⽤
地

）
→

代
⾦

を維
持

基
⾦

に
編

⼊
　〈⼤

正
4年

1⽉
20⽇

「⽥
地

売
却

⾦
維

持
⽅

法
書

」添
付

〉

3

「
洞
春
寺
観
音
堂
」
が
誕
生
す
る
ま
で
　（
淺
川
）

一
〇
三



1 

 

授授
業業
素素
材材
とと
しし
てて
のの
「「
アア
ーー
カカ
イイ
ブブ
ズズ
展展
示示
解解
説説
シシ
ーー
トト
」」
紹紹
介介  

  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山

本

明

史 

 

一 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て 

  

中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
は
、
昭
和
六
十
三

年
（
一
九
八
八
年
）
六
月
一
日
、
我
が
国
で
初
め
て
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
（
記
録
資
料
）
の
保
存
利
用
に
関
す
る
法
律
「
公
文
書
館

法
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
、
毎
年
六
月
の
第
一
週
を

中
心
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
重
要
性
と
そ
の
保
存
利
用
を
Ｐ
Ｒ

す
る
た
め
、
中
国
四
国
地
区
の
文
書
館
・
公
文
書
館
施
設
が
共

同
し
て
実
施
し
て
い
る
事
業
で
あ
る
。 

当
館
で
は
、
こ
れ
を
普
及
事
業
の
中
心
に
位
置
づ
け
、
「
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
」
「
歴
史
探
究
講
座
」
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
」
「
文
書
館
書
庫
見
学
ツ
ア
ー
」
「
文
書
館
を
使
っ
て
み
よ

う
！
」
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
歴
史
小
話
」
な
ど
を
行
い
、
文
書
館

を
紹
介
し
て
き
た
。 

 

本
稿
で
は
、
こ
の
中
か
ら
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
」
の
解
説

シ
ー
ト
を
、
授
業
で
活
用
で
き
る
素
材
と
し
て
紹
介
し
た
い
。 

 

二 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
解
説
シ
ー
ト 

 

当
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
で
は
、
毎
回
、
時
宜
を
得

た
親
し
み
や
す
い
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
紹
介
す

る
第
10
回
以
降
の
テ
ー
マ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
文
書

館
動
物
記 

～
書
庫
に
棲
む
動
物
達
～
」
（
第
10
回
）
、
「
い
や
す 

な
お
す 

た
も
つ 

～
文
書
館
資
料
に
み
る
病
気
・
医
療
・
健
康
～
」

（
第
11
回
）
、
「
防
長
と
海 

～
そ
の
記
録
と
記
憶
～
」
（
第
12

回
）
、
「
文
書
館
レ
キ
シ
ノ
オ
ト 

～
「
音
」
で
読
み
解
く
防
長
の
歴

史
～
」
（
第
13
回
）
、
「
情
報
と
記
録 

～
つ
た
え
る 

つ
な
ぐ 

文

書
館
～
」
（
第
14
回
）
、
（
※
第
15
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
）
、
「
武
芸
・
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
と

文
書
館
資
料 

～
き
た
え
る 

た
た
か
う 

と
と
の
え
る 

た
の
し
む

簿
冊

名
〈請

求
番

号
〉

⼤
正

6年
（

1916）

Ａ
2

13
特

別
保

護
建

造
物

等
指

定
調

査
⼭

⼝
県

知
事

林
市

蔵
⽂

部
省

⼤
⾂

官
房

柴
⽥

駒
三

郎
【発

宗
7】

特
別

保
護

建
造

物
指

定
の

た
め

「名
称

」「記
載

事
項

」の
確

認
依

頼
／

明
細

帳
に

「観
⾳

堂
」移

転
記

載
未

記
⼊

（
⼤

正
3年

1⽉
23⽇

移
転

許
可

）
《⼤

正
3年

Ｂ
》　　　　【明

細
帳

】
Ｂ

2
17

特
別

保
護

建
造

物
等

指
定

調
査

吉
敷

郡
⻑

（
柏

村
唯

雄
）

内
務

部
⻑

（
⼤

賀
雄

次
郎

）
【学

586】
⽂

部
省

宗
教

局
⻑

か
らの

照
会

の
伝

達
　《⼤

正
6年

Ａ
》

Ｃ
3

3
特

別
保

護
建

造
物

等
指

定
⽂

部
省

宗
教

局
⻑

（
柴

⽥
駒

三
郎

）
知

事
（

林
市

蔵
）

　【学
586】

⼤
正

6年
2⽉

13⽇
付

発
宗

第
7号

に
よる

照
会

（
特

別
保

護
建

造
物

指
定

調
査

）
に

対
す

る
吉

敷
郡

⻑
か

らの
回

答
を進

達
　《⼤

正
6年

Ａ
》

Ｄ
3

3
特

別
保

護
建

造
物

等
指

定
⼭

⼝
県

知
事

（
林

市
蔵

）
⽂

部
省

宗
教

局
⻑

（
柴

⽥
駒

三
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